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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
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【手続補正書】
【提出日】令和2年4月7日(2020.4.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　遊技を行うことが可能な遊技機であって、
　遊技者にとって有利な内容に対応する有利演出を所定期間の経過後に実行可能であると
ともに、所定期間の残り期間に対応した所定表示の更新動作を含む所定演出を実行可能な
演出実行手段を備え、
　前記演出実行手段は、
　　所定期間の経過後において所定表示の表示態様を特定態様としない第１パターンと、
所定期間の経過後において所定期間が新たに設定されることに対応して所定表示の表示態
様を特定態様とする第２パターンと、を含む複数種類のパターンのうちいずれかにて所定
演出を実行可能であり、
　　前記第１パターンと前記第２パターンのいずれにおいても、所定期間が経過した時点
において所定表示の表示態様を共通の態様とすることにより、所定期間が新たに設定され
ることを示唆し、
　　前記第１パターンと前記第２パターンのいずれにおいても、所定期間が経過した時点
において所定表示の表示態様を所定期間が残存しているような表示態様とすることが可能
である
　ことを特徴とする遊技機。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　手段Ａの遊技機は、
　遊技を行うことが可能な遊技機であって、
　遊技者にとって有利な内容に対応する有利演出を所定期間の経過後に実行可能であると
ともに、所定期間の残り期間に対応した所定表示の更新動作を含む所定演出を実行可能な
演出実行手段を備え、
　前記演出実行手段は、
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　　所定期間の経過後において所定表示の表示態様を特定態様としない第１パターンと、
所定期間の経過後において所定期間が新たに設定されることに対応して所定表示の表示態
様を特定態様とする第２パターンと、を含む複数種類のパターンのうちいずれかにて所定
演出を実行可能であり、
　　前記第１パターンと前記第２パターンのいずれにおいても、所定期間が経過した時点
において所定表示の表示態様を共通の態様とすることにより、所定期間が新たに設定され
ることを示唆し、
　　前記第１パターンと前記第２パターンのいずれにおいても、所定期間が経過した時点
において所定表示の表示態様を所定期間が残存しているような表示態様とすることが可能
である
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、遊技者は所定期間が新たに設定されることに期待するため、遊技興
趣を向上させることができる。
　手段１の遊技機は、
　遊技を行うことが可能な遊技機（例えば、パチンコ遊技機１）であって、
　遊技者にとって有利な内容に対応する有利演出（例えば、Ｖ入賞大当り演出／変形例１
の大当り確定報知演出など）を所定期間（例えば、第２大入賞口７０２Ｂの開放期間／変
形例１のプッシュボタン３１Ｂの操作有効期間）の経過後に実行可能であるとともに、所
定期間の残り期間に対応した所定表示（例えば、タイムゲージ画像Ｚ４／変形例１のタイ
ムゲージ画像Ｚ３４）の更新動作を含む所定演出（例えば、入賞促進演出／変形例１のボ
タン操作演出）を実行可能な演出実行手段（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０）を備え、
　前記演出実行手段は、
　所定期間の経過後において所定表示の表示態様を特定態様としない第１パターン（例え
ば、演出パターンＢ／変形例１の演出パターンＰＴ－２，ＰＴ－４）と、所定期間の経過
後において所定期間が新たに設定されることに対応して所定表示の表示態様を特定態様と
する第２パターン（例えば、演出パターンＣ／変形例１の演出パターンＰＴ－３，ＰＴ－
５，ＰＴ－６）と、を含む複数種類のパターンのうちいずれかにて所定演出を実行可能で
あり、
　前記第１パターンと前記第２パターンのいずれにおいても、所定期間が経過した時点に
おいて所定表示の表示態様を共通の態様とすることにより、所定期間が新たに設定される
ことを示唆する（例えば、演出制御用ＣＰＵ１２０が、入賞促進演出における小当り１、
３、５、９に対応する演出パターンＢと、小当り８、１２に対応する演出パターンＣでは
、少なくとも第２大入賞口７０２Ｂの開放制御が終了（閉鎖）したタイミングＴａ３にお
いて、ゲージが残存しているような態様のタイムゲージ画像Ｚ４が表示されることで、第
２制御において第２大入賞口７０２Ｂの２回目の開放制御が行われる可能性を示唆する部
分。図５９～図６１参照／変形例１において、演出パターンＰＴ－２，ＰＴ－４と演出パ
ターンＰＴ－３，ＰＴ－５，ＰＴ－６とは、少なくとも１回目の操作有効期間が終了する
タイミングＴａ４からタイミングＴａ５まで、ゲージが残存しているような共通の態様の
タイムゲージ画像Ｚ３４の表示が継続されることで、操作有効期間がもう１回設定される
可能性が示唆される部分。図６６～図６８参照）
　ことを特徴としている。
　この特徴によれば、遊技者は所定期間が新たに設定されることに期待するため、遊技興
趣を向上させることができる。
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